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無
痛
分
娩
事
故
の
陣
痛
促
進
剤
の
関
与
に
関
す
る
質
問
主
意
書

無
痛
分
娩
が
普
及
し
て
い
る
諸
外
国
に
比
べ
て
、
我
が
国
で
行
わ
れ
て
い
る
無
痛
分
娩
は
人
工
的
に
陣
痛
を
誘
発
す
る
計
画

分
娩
が
主
流
で
、
陣
痛
促
進
剤
の
使
用
が
一
般
的
で
あ
る
。
昨
年
無
痛
分
娩
に
よ
る
新
生
児
や
妊
産
婦
の
死
亡
が
相
次
い
だ
こ

と
を
受
け
て
発
足
し
た
「
無
痛
分
娩
の
実
態
把
握
及
び
安
全
管
理
体
制
の
構
築
に
つ
い
て
の
研
究
」
（
研
究
代
表
者：

海
野
信

也
教
授
）
班
が
本
年
三
月
に
提
言
を
公
表
し
た
。
そ
の
内
容
を
見
る
と
「
麻
酔
事
故
」
に
ほ
ぼ
限
定
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る

が
、
無
痛
分
娩
の
事
故
は
必
ず
し
も
麻
酔
に
関
係
す
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。
わ
が
国
で
も
無
痛
分
娩
を
希
望
す
る
妊
婦
が

増
え
て
い
る
今
日
、
医
療
者
に
は
あ
ら
ゆ
る
リ
ス
ク
を
想
定
し
た
安
全
な
分
娩
体
制
を
提
供
す
る
義
務
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
以
下
質
問
す
る
。

一

無
痛
分
娩
事
故
の
検
証
に
つ
い
て

㈠

同
研
究
班
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
三
重
大
学
の
池
田
智
明
教
授
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
〇
年
〜
二
〇
一
六
年
の
七
年
間
の
妊
産

婦
死
亡
例
二
七
一
例
の
う
ち
無
痛
分
娩
に
よ
る
も
の
は
一
四
例
（
五
、
二
％
）
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
一
三
例
に
陣
痛
促
進

剤
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。

一
四
例
の
「
死
因
」
は
麻
酔
関
連
死
が
一
例
、
そ
れ
以
外
の
一
三
例
は
危
機
的
産
科
出
血
・
羊
水
塞
栓
症
、
子
宮
破
裂

一



と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
死
因
」
に
至
っ
た
原
因
に
陣
痛
促
進
剤
の
関
与
が
否
定
で
き
な
い
と
し
て
、
同
研
究
の
最
終

報
告
書
に
、
こ
の
一
三
症
例
に
お
け
る
陣
痛
促
進
剤
の
使
用
状
況
が
盛
り
込
ま
れ
る
予
定
と
聞
い
て
い
た
が
、
本
年
六
月

二
十
五
日
に
公
開
さ
れ
た
最
終
報
告
書
に
は
「
分
娩
監
視
装
置
が
装
着
さ
れ
て
い
る
の
を
確
認
し
た
」
と
あ
る
の
み
で
、

陣
痛
促
進
剤
の
使
用
状
況
に
は
一
切
言
及
が
な
か
っ
た
。
な
ぜ
か
。

㈡

産
科
医
療
補
償
制
度
の
二
〇
一
三
年
の
報
告
書
で
は
、
陣
痛
促
進
剤
を
使
用
し
た
ケ
ー
ス
の
約
八
割
で
学
会
が
設
け
た

使
用
基
準
を
守
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
同
制
度
の
再
発
防
止
委
員
会
が
厳
重
な
分
娩
監
視
や
用
法
・
用
量

を
守
る
こ
と
な
ど
の
提
言
を
行
っ
て
い
る
。

し
か
し
二
〇
一
八
年
の
同
報
告
書
の
原
因
分
析
結
果
に
よ
れ
ば
二
〇
〇
九
年
〜
二
〇
一
二
年
ま
で
の
四
年
間
の
分
析
対

象
六
二
九
件
の
う
ち
、
子
宮
収
縮
薬
で
陣
痛
誘
発
、
促
進
を
行
っ
た
事
例
は
一
七
二
件
（
二
七
、
三
％
）
。
使
用
す
る
際

に
説
明
と
同
意
が
あ
っ
た
の
は
一
〇
二
件
（
五
九
、
三
％
）
で
、
そ
の
う
ち
推
奨
さ
れ
て
い
る
文
書
で
同
意
を
取
っ
た
の

は
五
〇
件
（
二
九
％
）
だ
け
で
あ
っ
た
。

オ
キ
シ
ト
シ
ン
使
用
で
用
法
・
用
量
が
基
準
内
で
あ
っ
た
の
は
三
〇
、
五
％
、
Ｐ
Ｇ
Ｆ
�
α
使
用
は
六
一
、
九
％
、
Ｐ

Ｇ
Ｅ
�
使
用
は
九
二
、
三
％
で
あ
っ
た
。

二



分
娩
監
視
に
つ
い
て
は
、
四
〇
、
七
％
で
連
続
監
視
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
特
に
、
Ｐ
Ｇ
Ｅ
�
錠
の
使
用
に
際
し

て
は
、
三
九
件
の
う
ち
三
一
件
（
七
九
、
五
％
）
が
連
続
監
視
し
て
い
な
か
っ
た
。

子
宮
収
縮
薬
を
使
用
し
た
事
例
の
う
ち
、
用
法
・
用
量
が
基
準
内
で
あ
り
、
か
つ
分
娩
監
視
装
置
に
よ
る
連
続
的
な
胎

児
心
拍
数
聴
取
が
行
わ
れ
た
事
例
は
五
〇
件
、
わ
ず
か
二
九
％
で
あ
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

ま
し
て
無
痛
分
娩
は
麻
酔
を
使
用
す
る
た
め
本
来
の
陣
痛
が
感
得
さ
れ
に
く
く
、
陣
痛
促
進
剤
投
与
に
よ
る
過
剰
な
子

宮
収
縮
か
ら
容
易
に
子
宮
破
裂
な
ど
の
最
悪
の
状
態
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。

死
亡
事
例
に
つ
い
て
、
改
め
て
陣
痛
促
進
剤
の
使
用
実
態
（
用
法
・
用
量
）
や
、
分
娩
監
視
記
録
か
ら
胎
児
心
拍
、
陣

痛
の
状
態
に
着
目
し
た
詳
細
な
検
証
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

二

陣
痛
促
進
剤
の
添
付
文
書
改
訂
に
つ
い
て

㈠

陣
痛
促
進
剤
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
安
全
対
策
調
査
会
は
本
年
八

月
二
十
八
日
、
安
全
対
策
と
し
て
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ
（
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
）
専
門
委
員
が
提
案
し
た
、
添
付
文
書
の

「
警
告
」
欄
に
「
無
痛
分
娩
も
含
め
」
の
追
加
記
載
を
見
送
っ
た
。

議
事
録
に
よ
れ
ば
、
参
考
人
と
し
て
出
席
し
た
二
名
が
、
「
そ
の
提
案
は
、
合
理
的
な
根
拠
が
分
か
ら
な
い
。
添
付
文

三



書
へ
の
記
載
は
無
痛
分
娩
が
怖
い
と
い
う
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
。
分
娩
監
視
装
置
を
連
続
使
用
し
て
十
分
監
視
し
て
い

る
の
だ
か
ら
書
く
必
要
は
な
い
」
等
と
強
く
反
対
を
唱
え
て
い
る
。

会
議
の
席
上
、
二
〇
一
五
年
〜
二
〇
一
七
年
ま
で
に
報
告
さ
れ
た
無
痛
分
娩
時
の
陣
痛
促
進
剤
に
よ
る
副
作
用
被
害
症

例
が
二
九
例
（
重
複
を
除
く
）
報
告
さ
れ
た
が
、
「
本
剤
の
投
与
状
況
に
関
す
る
情
報
が
不
足
し
て
お
り
、
薬
剤
と
の
因

果
関
係
評
価
は
困
難
で
あ
る
」
と
い
う
事
例
が
、
一
二
例
、
「
陣
痛
の
状
況
及
び
本
剤
の
投
与
状
況
に
関
す
る
情
報
が
不

足
し
て
お
り
、
薬
剤
と
の
因
果
関
係
評
価
は
困
難
で
あ
る
」
と
い
う
事
例
が
六
例
あ
っ
た
。

こ
の
「
情
報
不
足
」
の
た
め
「
評
価
困
難
」
で
あ
る
報
告
内
容
か
ら
、
ど
う
す
れ
ば
「
分
娩
監
視
装
置
を
連
続
使
用
し

て
十
分
監
視
し
て
い
る
」
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
か
。
こ
う
し
た
意
見
こ
そ
「
合
理
的
な
根
拠
」
の
な
い
主
観
に
す
ぎ
な

い
の
で
は
な
い
か
。
認
識
を
問
う
。

㈡

議
事
録
か
ら
は
、
議
決
権
を
持
た
な
い
一
参
考
人
の
主
観
的
な
意
見
に
よ
っ
て
改
訂
案
に
賛
成
し
た
委
員
も
押
し
切
ら

れ
た
形
で
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
経
緯
が
読
み
取
れ
る
。
厚
生
労
働
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
有
識
者
会
議
の
こ
う
し
た

運
営
の
あ
り
よ
う
は
、
厚
労
省
の
薬
事
行
政
全
体
に
不
信
を
抱
か
せ
、
信
頼
を
失
墜
さ
せ
か
ね
な
い
と
懸
念
す
る
が
見
解

は
如
何
。

四



㈢

そ
も
そ
も
報
告
書
に
「
陣
痛
促
進
剤
の
投
与
状
況
に
関
す
る
情
報
が
不
足
し
て
い
る
」
と
は
如
何
な
る
こ
と
か
。
分
娩

時
の
医
療
的
介
入
が
適
切
か
否
か
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
薬
剤
の
投
与
状
況
に
関
す
る
情
報
は
不
可
欠
で
あ
る
。

な
ぜ
内
容
分
析
の
で
き
る
報
告
様
式
に
し
な
い
の
か
。
医
薬
品
副
作
用
症
例
報
告
書
の
報
告
様
式
を
再
設
計
し
、
全
症
例

に
カ
ル
テ
の
写
し
と
と
も
に
用
量
、
胎
児
徐
脈
、
分
娩
監
視
の
有
無
等
の
記
載
を
義
務
付
け
る
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う

か
。

㈣

議
事
録
に
よ
れ
ば
、
両
参
考
人
も
き
ち
ん
と
情
報
を
収
集
し
て
エ
ビ
デ
ン
ス
を
集
積
す
べ
き
だ
と
い
う
発
言
を
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
無
痛
分
娩
は
提
供
体
制
の
観
点
で
は
な
く
事
故
原
因
の
検
証
に
限
局
し
た
上
で
、

医
会
・
学
会
任
せ
で
は
な
く
厚
労
省
医
政
局
医
療
安
全
推
進
室
の
主
導
に
よ
る
研
究
班
を
新
た
に
設
置
し
、
被
害
当
事
者

や
そ
の
支
援
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
実
施
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
ど
う
か
。

報
告
内
容
の
情
報
不
足
を
理
由
に
薬
剤
と
の
因
果
関
係
の
評
価
を
放
棄
す
る
姿
勢
で
は
、
無
痛
分
娩
の
安
全
性
が
い
つ

ま
で
も
確
立
さ
れ
ず
、
妊
産
婦
か
ら
の
信
頼
も
回
復
で
き
な
い
こ
と
を
肝
に
銘
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

右
質
問
す
る
。

五


